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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第118期
第３四半期
連結累計期間

第119期
第３四半期
連結累計期間

第118期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（百万円） 28,657 28,939 37,947

経常利益（百万円） 921 467 1,389

四半期（当期）純利益（百万円） 447 38 847

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
116 △1,288 287

純資産額（百万円） 17,597 16,339 17,768

総資産額（百万円） 49,516 46,562 48,443

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
9.50 0.81 18.00

自己資本比率（％） 27.49 26.58 28.42

　

回次
第118期
第３四半期
連結会計期間

第119期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失金額（△）

（円）

4.11 △4.49

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．第118期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項の記載については、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、海外においては、ギリシャ問題に端を発した

欧州の財政危機問題や中国等新興国の成長率鈍化に加えて、昨年10月に起きたタイの洪水の影響などにより、先行

き不透明な状況で推移しました。国内におきましては、東日本大震災からの復興が進むにつれ、緩やかに持ち直しの

動きが見られたものの、長引く円高などにより厳しい状況で推移しました。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、アジア・南米等において受注が好調に推移しているものの、

国内においては厳しい状況で推移しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は28,939百万円（前年

同期比1.0％増）、営業利益は586百万円（前年同期比42.5％減）、経常利益は467百万円（前年同期比49.2％減）、

四半期純利益は38百万円（前年同期比91.5％減）となりました。

　セグメント別の概況は次のとおりであります。

①日本

　産業機械用チェーンにおいて、セメント関連向けで一部復興需要があったものの、二輪車用チェーン、四輪車用

チェーンは、前半は震災の影響、後半においてはタイの洪水の影響による完成車メーカーの減産により受注が減少

し、厳しい状況で推移しました。

　その結果、売上高は前年同期比3.3％減少の17,876百万円となりました。　

②アジア

　四輪車用チェーンにおいては、完成車メーカー向け新機種納入開始などにより、タイ・中国を中心に好調な受注状

況で推移しており、二輪車用チェーンにおいても、補修市場向けについて、東南アジアを中心に好調に推移しまし

た。コンベヤ関連においては、中国において大型案件の受注が乏しく低調に推移しました。

　その結果、売上高は前年同期比14.6％増加の5,757百万円となりました。　

③北米

　産業機械用チェーンにおいて、北米市場の順調な回復により受注が好調であったものの、為替の円高基調の影響に

より低調に推移しました。

　その結果、売上高は前年同期比3.0％減少の1,488百万円となりました。

④南米

　二輪車用チェーンにおいて、完成車メーカー向け新機種納入開始により好調に推移しました。

　その結果、売上高は前年同期比5.7％増加の2,981百万円となりました。

⑤欧州

　欧州系完成車メーカーの販売が好調であったことから受注が増加し、好調に推移しました。

　その結果、売上高は前年同期比6.6％増加の835百万円となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

Ⅰ 基本方針の内容の概要

　当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社

株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると

考えます。

　しかし、当社がお客様のニーズを満たす技術の徹底追求を行い、高機能、高品質の製品をお届けすることにより、企

業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、当社の企業価値の源泉である①お客様のニーズに応える技

術力、②グローバルな供給体制、③取引先との強固な信頼関係、④「Ｄ．Ｉ．Ｄ」の世界的なブランド力、⑤地域経済

・社会への貢献及び⑥各事業間の相互補完関係の確保を踏まえ中長期的視点に立った施策を実行することが必要不

可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立っ

た施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのス

テークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。
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　当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりますものの、

突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど買付者による

大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方か

ら適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとって

も、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営方

針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで

重要な判断材料となると考えます。

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組

み

　当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、上述した当社の企業価値の源泉をさらに維持・強化するた

めに、①グローバル事業体制の構築、②ものづくりの革新及び③人を活かす風土づくりに取り組んでおります。

　当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として、平成17年６月より執行役員制度を導入して

います。また、経営のスリム化を図るべく、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、取締役の員数の上限を15

名から12名に減少する旨の定款変更を行いました。加えて、監査役４名のうち３名を社外監査役とし、経営に対する

監視機能の強化を図っております。なお、当社は、社外監査役のうち１名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、法令順守の徹底を図るため、平成20年４月１日より内部統制監査室を新たに設置するとともに、企業の社会的

責任を果たすうえで重要な活動を統括・推進するため、ＣＳＲ委員会を設置しております。

Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組みの概要

　当社は、平成23年５月13日開催の当社取締役会において、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、平成20年

５月15日付当社取締役会決議および平成20年６月27日付第115期定時株主総会決議に基づき導入した「当社株券等

の大規模買付行為への対応方針」の一部を変更したうえで継続することを決議いたしました。（以下変更後の対応

方針を「本対応方針」といいます。）

　本対応方針は、（ⅰ）特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、

（ⅱ）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け

等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。）

又は、（ⅲ）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社の他の株主との合意等（以下かかる

買付行為又は合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為又は合意等を行う者を「大規模買付者」といい

ます。）が行われる場合に、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を

事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ③当社取締役会又は株主総会が新株予約権の

無償割当て実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大

規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権

の無償割当てを利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的とす

るものです。

　当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者

及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。

さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき

株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。

　次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を完了

した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その

他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社

取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検

討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。ま

た、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締

役会としての代替案を提示することもあります。なお、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で

取締役会評価期間を最大30日間延長することができるものとします。
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　当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関として、

当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選任され

た委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため新株予約権の無償割当て

を実施すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため

新株予約権の無償割当てを実施すべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問する

こととします。独立委員会は、新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施の勧告又は新株予約権の無償割当ての

実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。

　当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施の決議

又は株主総会招集の決議その他必要な決議を行います。新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会におい

て株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日間以内に当社株主総会を開催すること

とします。新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払

い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規

模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換え

に新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社

取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当てを実施することを決定した後も、新株予約権の無償割当ての実施

が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、新株予約権の無償割当て実施の停止

又は変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。

　本対応方針の有効期限は、平成23年６月29日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当該定

時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、以降、本

対応方針の更新（一部修正したうえでの継続も含みます。）については当社株主総会の承認を経ることとします。な

お、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、金

融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。

　なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.did-daido.co.

jp/）に掲載する平成23年５月13日付プレスリリースをご覧ください。

Ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役の判断及びその理由

　Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する

特別な取組みは、Ⅱに記載したとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であ

り、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

　また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載したとおり、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために継続

されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、

本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権の無償割当ての実施又は不実

施の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、必要に応じて新株予約権の無償割当ての

実施につき株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は３年であり、その更なる継続についても

株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなさ

れている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではありません。

(3) 研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、288百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 (株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行数 (株)

　(平成23年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成24年２月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 47,171,006 47,171,006
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株　

計 47,171,006 47,171,006 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(千株)

発行済株式総
数残高(千株)

資本金増減
額(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高(百万円)

平成23年10月１日　

～　

平成23年12月31日　

－ 47,171 － 2,726 － 2,051

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）     
－

普通株式 45,000 －

（相互保有株式）     
－

普通株式 250,000 －

完全議決権株式（その他） 普通株式 46,703,000 46,703 －

単元未満株式 普通株式 173,006 － －

発行済株式総数 47,171,006 － －

総株主の議決権 － 46,703 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれておりま

す。　

自己保有株式  745株

相互保有株式 ㈱和泉商行 250株

 ㈱月星製作所 81株

②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

大同工業株式会社

石川県加賀市熊坂町イ197

番地
45,000 － 45,000 0.10

（相互保有株式）

株式会社和泉商行

大阪市西区京町堀１丁目７

番20号
70,000 － 70,000 0.15

（相互保有株式）

株式会社月星製作所

石川県加賀市永井町71の１

番地の１
180,000 － 180,000 0.38

計 － 295,000 － 295,000 0.63

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,822 3,523

受取手形及び売掛金 8,403 ※2
 9,048

商品及び製品 2,745 2,938

仕掛品 2,212 2,326

原材料及び貯蔵品 2,235 2,494

繰延税金資産 322 186

その他 493 570

貸倒引当金 △93 △72

流動資産合計 21,142 21,015

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,322 4,961

機械装置及び運搬具（純額） 4,926 4,299

土地 2,773 2,775

建設仮勘定 384 470

その他（純額） 2,115 2,336

有形固定資産合計 15,522 14,844

無形固定資産

のれん 33 129

ソフトウエア 83 69

その他 16 14

無形固定資産合計 134 212

投資その他の資産

投資有価証券 10,937 9,149

繰延税金資産 142 711

その他 566 629

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 11,645 10,489

固定資産合計 27,301 25,546

資産合計 48,443 46,562
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,187 ※2
 5,119

短期借入金 6,843 7,505

1年内償還予定の社債 － 3,700

未払法人税等 60 82

賞与引当金 325 237

役員賞与引当金 13 －

製品保証引当金 162 119

その他 2,205 2,323

流動負債合計 13,798 19,087

固定負債

社債 4,500 800

長期借入金 6,753 5,416

繰延税金負債 437 95

退職給付引当金 4,098 3,767

その他 1,087 1,056

固定負債合計 16,876 11,135

負債合計 30,675 30,223

純資産の部

株主資本

資本金 2,726 2,726

資本剰余金 2,060 2,060

利益剰余金 6,248 6,144

自己株式 △17 △17

株主資本合計 11,017 10,913

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,528 2,604

為替換算調整勘定 △779 △1,140

その他の包括利益累計額合計 2,748 1,464

少数株主持分 4,002 3,961

純資産合計 17,768 16,339

負債純資産合計 48,443 46,562
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 28,657 28,939

売上原価 23,558 23,989

売上総利益 5,098 4,949

販売費及び一般管理費 4,077 4,363

営業利益 1,021 586

営業外収益

受取利息 16 23

受取配当金 127 154

持分法による投資利益 131 110

その他 166 162

営業外収益合計 441 450

営業外費用

支払利息 351 352

為替差損 129 162

その他 60 53

営業外費用合計 541 569

経常利益 921 467

特別利益

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 4 0

特別損失

固定資産売却損 9 0

固定資産除却損 4 3

投資有価証券評価損 17 －

特別損失合計 31 4

税金等調整前四半期純利益 893 464

法人税、住民税及び事業税 71 108

法人税等調整額 181 184

法人税等合計 252 292

少数株主損益調整前四半期純利益 640 171

少数株主利益 193 133

四半期純利益 447 38
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 640 171

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △297 △917

為替換算調整勘定 △224 △536

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △6

その他の包括利益合計 △524 △1,460

四半期包括利益 116 △1,288

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △69 △1,246

少数株主に係る四半期包括利益 185 △42
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及

び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の40.4％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計

年度に解消が見込まれる一時差異については37.8％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については35.4％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した

金額）は12百万円減少し、法人税等調整額は210百万円増加しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

１　輸出手形割引高      11百万円

受取手形裏書譲渡高 122　〃

１　輸出手形割引高      8百万円

受取手形裏書譲渡高 201　〃

２　　　　　　　　　　― ※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理しております。

　　　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

受取手形   231百万円

支払手形 13　〃

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりで

あります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 1,673百万円 1,596百万円

のれんの償却額 35 20
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 141 3 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 141 3 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 アジア 北米 南米 欧州 計

売上高                                 

    外部顧客への売上高 18,4945,0251,5332,820 783 28,657 － 28,657

    セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,958 360 0 － － 3,318(3,318)－

　　計 21,4525,3861,5332,820 783 31,976(3,318)28,657

セグメント利益 323 541 85 124 68 1,143 (122)1,021

　　　　（注）１．セグメント利益の調整額△122百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 アジア 北米 南米 欧州 計

売上高                                 

    外部顧客への売上高 17,8765,7571,4882,981 835 28,939 － 28,939

    セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,217 336 2 － 0 3,555(3,555)－

　　計 21,0936,0931,4902,981 835 32,495(3,555)28,939

セグメント利益又は損

失（△）
△13 407 55 150 58 658 (71) 586

　　　　（注）１．セグメント利益の調整額△71百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 ９円50銭 ０円81銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 447 38

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 447 38

普通株式の期中平均株式数（千株） 47,074 47,073

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月13日

大同工業株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 坂　下　清　司　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小酒井　雄　三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大同工業株式会社

の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大同工業株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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